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条 例

神戸市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市条例第１７号
神戸市営住宅条例の一部を改正する条例

神戸市営住宅条例（平成９年４月条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「，第３号及び第４号」を「及び第３号から第５号まで」に改め，同項第２

号中「含む。」の次に「第５号，」を加え，同項に次の１号を加える。

� その者又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）でないこと。

第６条第３項中「，第３号及び第４号」を「及び第３号から第５号まで」に改める。

第７条第２項中「及び第４号」を「，第４号及び第５号」に改める。

第８条第１項中「入居者は，」の次に「第５条第１項第５号及び」を加える。

第９条第１項中「入居者は，」の次に「第５条第１項第５号に掲げる条件を具備する者であ

って，かつ，」を加える。

第１０条第１項中「入居者は，」の次に「第５条第１項第５号及び」を加える。

第１１条第１項中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。

� 第５条第１項第５号に掲げる条件

第５０条第１項中第５号を第６号とし，第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。

� 市営住宅の入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

第５０条第４項中「第４号」を「第５号」に改め，同条第５項中「第１項第５号」を「第１項

第６号」に改める。

別表第２号の表神戸市営長田駅東住宅の項の次に次のように加える。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。ただし，別表第２号の表に神戸市営長田中住宅の項を

加える改正規定は，平成１９年１１月１日から施行する。

神戸市厚生年金住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市条例第１８号
神戸市厚生年金住宅条例の一部を改正する条例

神戸市厚生年金住宅条例（昭和４４年３月条例第４６号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号

の次に次の１号を加える。

� 当該住宅の入居者又はその同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であることが判明したとき。

神戸市営長田中住宅 神戸市長田区五番町４丁目
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附 則

この条例は，公布の日から施行する。

神戸市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市条例第１９号
神戸市手数料条例の一部を改正する条例

神戸市手数料条例（平成１２年３月条例第７７号）の一部を次のように改正する。

第２条第９号及び第１０号中「第１２条第１項」の次に「又は第１２条の３第１項若しくは第２項」

を加え，同条第１０号の２中「第１２条の２第１項」を「第１２条の４第１項」に改め，同条第１０号

の３中「第２０条第１項」の次に「，第３項又は第４項」を加え，同条第１８号中「第１０条第１項」

の次に「又は第１０条の２第１項若しくは第３項から第５項まで」を加え，「第１１７条の４第１項」

を「第１２０条第１項」に改め，同条第１９号中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２第１項

若しくは第３項から第５項まで」を加え，同条第２０号中「第１２条の２第１項」を「第１２条の２」

に，「第１１７条の４第１項」を「第１２０条第１項」に改め，同条第２１号中「第１２条の２第１項」

を「第１２条の２」に改め，同条第３０号中「第１２条第１項」を「第１５条第１項」に，「温泉利用」

を「温泉の利用」に改め，同号の次に次の１号を加える。

（３０の２） 温泉法第１６条第１項又は第１７条第１項の規定に基づく温泉の利用の許可を受け

た者の地位の承継の承認に対する審査

１件につき ７，４００円

附 則

この条例は，平成１９年１０月２０日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号

に定める日から施行する。

� 第２条第９号から第１０号の３までの改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律

（平成１９年法律第７５号）の施行の日（当該日がこの条例の公布の日の前であるときは，公

布の日）

� 第２条第１８号から第２１号までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律（平成１９年法律

第３５号）の施行の日（当該日がこの条例の公布の日の前であるときは，公布の日）

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１９年１０月２３日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市条例第２０号
神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例（平成５年３月条例第５７号）の

一部を次のように改正する。

目次中「第３節 産業廃棄物の処理（第１５条の３－第１８条の９）」を

「第３節 産業廃棄物の処理等

第１款 産業廃棄物の処理（第１５条の３－第１８条の９）

第２款 建設資材廃棄物の処理（第１８条の１０・第１８条の１１） に改める。

第３款 電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進（第１８
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条の１２） 」

第３条に次の１項を加える。

６ 市は，法，この条例その他の関係法令等に基づく権限を的確に行使するとともに，廃棄物

の不適正な処理を防止するため，市民，警察その他の関係機関等と連携した監視体制の強化

その他の必要な施策を講ずるものとする。

第２章第３節の節名を次のように改める。

第３節 産業廃棄物の処理等

第２章第３節中第１５条の３の前に次の款名を付する。

第１款 産業廃棄物の処理

第２章第３節に次の２款を加える。

第２款 建設資材廃棄物の処理

（解体工事の注文者の義務）

第１８条の１０ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「建

設リサイクル法」という。）第２条第３項第１号に規定する解体工事（他の者から請け負った

ものを除く。以下「解体工事」という。）の注文者は，同条第２項に規定する建設資材廃棄物

（以下「建設資材廃棄物」という。）の処分に係る費用の適正な負担により，建設資材廃棄物

の適正な処分の実施が確保されるよう努めなければならない。

（建設資材廃棄物の引渡完了報告等）

第１８条の１１ 解体工事の注文者から解体工事（建設リサイクル法第９条第１項に規定する対象

建設工事であるものに限る。以下同じ。）を直接請け負った者又は解体工事を請負契約によら

ないで自ら施工する者（以下「自主施工者」という。）は，当該解体工事に伴って生じた建設

資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときは，その日から１５日以内に，規

則で定めるところにより，建設資材廃棄物の搬出先の事業場の名称その他の規則で定める事

項を市長及び当該解体工事の注文者（自主施工者にあっては，市長）に報告しなければなら

ない。

２ 解体工事の注文者は，前項の規定による報告がなかったとき，又は当該報告の内容から見

て建設資材廃棄物の処理が適正に行われていないと認めるときは，市長に対し，その旨を申

告し，適当な措置をとるべきことを求めることができる。

第３款 電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進

（電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進）

第１８条の１２ 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する者及び産業廃棄物の運搬又は処分を

受託する者は，法第１２条の５の定めるところにより，電子情報処理組織（法第２条第６項に

規定する電子情報処理組織をいう。）を使用して産業廃棄物の適正な管理を行うよう努めなけ

ればならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例（以

下「新条例」という。）第２章第３節第２款の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に締結される契約に基づき実施される新条例第１８条の１０に規定する解体工事

（新条例第１８条の１１第１項に規定する自主施工者にあっては，施行日以後に着手される同項

に規定する解体工事）について適用する。

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２２３



規 則

神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市規則第２４号
神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市営住宅条例施行規則（昭和３５年４月規則第９号）の一部を次のように改正する。

別表第２の３中「及び神戸市営長田駅東住宅」を「，神戸市営長田駅東住宅及び神戸市営長

田中住宅」に改める。

附 則

この規則は，平成１９年１１月１日から施行する。

神戸市温泉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市規則第２５号
神戸市温泉法施行細則の一部を改正する規則

神戸市温泉法施行細則（平成１７年３月規則第７４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「法律第１２５号」の次に「。以下「法」という。」を加える。

第２条第１項中「第５条第１項」を「第７条第１項」に改め，同条第２項中「第５条第２項」

を「第７条第２項，第８条第２項第２号及び第９条第２項第３号」に改める。

第４条を第６条とする。

第３条中「第７条」を「第１１条」に，「様式第３号」を「様式第７号」に改め，同条を第５

条とし，第２条の次に次の２条を加える。

（温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認の申請書等の様式）

第３条 施行規則第８条第１項及び第９条第１項の申請書は，様式第３号による温泉利用許可

を受けた者の地位の承継に係る承認申請書とする。

２ 施行規則第９条第２項第２号の同意書は，様式第４号による同意書とする。

（温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認書の交付等）

第４条 市長は，法第１６条第１項又は第１７条第１項の承認をしたときは，様式第５号による温

泉利用許可を受けた者の地位の承継に係る承認書を申請者に交付するものとする。

２ 法第１６条第２項又は第１７条第３項において準用する同法第４条第２項の通知は，様式第６

号による温泉利用許可を受けた者の地位の承継に係る不承認通知書により行うものとする。

様式第１号中「第１３条第１項」を「第１５条第１項」に改める。

様式第２号中「第１３条第２項各号」を「第１５条第２項各号」に改める。

様式第３号中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に，「第１４条第１項」を「第１８条第１項」に，

「同条第３項」を「同条第４項」に改め，同様式を様式第７号とし，様式第２号の次に次の４

様式を加える。

２２２４ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２２５



２２２６ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



( )

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２２７



２２２８ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２２９



附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１９年１０月２０日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市温泉法施行細則の様式による書類は，この

規則による改正後の神戸市温泉法施行細則の様式による書類とみなして，当分の間，なお使

用することができる。

告 示

神戸市告示第３９１号
神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第３項及び第４項の規定

により，相楽園を平成１９年１０月２５日�，１１月１日�，８日�，１５日�，２２日�を臨時開園とす
る。

また，平成１９年１１月３日（土・祝日），４日�の開園時間を午前９時から午後８時までとす
る。

平成１９年１０月１５日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第３９２号
平成１９年１０月１１日付けをもって，次の者を神戸市教育委員会の委員に任命した。

平成１９年１０月１６日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市垂水区霞ヶ丘５丁目５番１８号

大 塚 明

神戸市西区学園東町７丁目１０番地の６

森 脇 俊 道

神戸市告示第３９３号
平成１９年１０月１１日付けをもって，次の者を神戸市人事委員会の委員に選任した。

平成１９年１０月１６日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市兵庫区大井通３丁目１番５号

田 辺 重 徳

神戸市告示第３９４号
平成１９年１０月１３日付けをもって，次の者を神戸市固定資産評価審査委員会の委員に選任した。

平成１９年１０月１６日

神戸市長 矢 田 立 郎

２２３０ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市中央区山本通４丁目１４番８－４０１号

堺 充 廣

神戸市告示第３９５号
次のとおり街区の区域を変更するので，神戸市住居表示条例（昭和４０年３月条例第２５号）第

２条の規定により告示する。

平成１９年１０月１６日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 街区の区域の新設

別図１の西区丸	２丁目に，別図２に示すとおり１２街区の区域を変更し，同図のとおり１３
街区を新設する。

２ 実施する期日

平成１９年１０月２０日

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２３１



２２３２ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２３３



神戸市告示第３９６号
次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 届け出た地縁による団体

� 名称

水谷自治会

� 事務所

神戸市西区水谷２丁目１７番４５号

� 代表者の氏名

田中 正博

� 代表者の住所

神戸市西区水谷１丁目５番１８号

２ 変更があった事項及びその内容

� 代表者の氏名

「吉川 正友」を「田中 正博」に改める。

� 代表者の住所

「神戸市西区水谷３丁目１番２号」を「神戸市西区水谷１丁目５番１８号」に改める。

３ 変更の年月日

平成１７年４月１日

神戸市告示第３９７号
次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 届け出た地縁による団体

� 名称

水谷自治会

� 事務所

神戸市西区水谷２丁目１７番４５号

� 代表者の氏名

梅田 孝志

� 代表者の住所

神戸市西区水谷２丁目１９番２１号

２ 変更があった事項及びその内容

� 代表者の氏名

「田中 正博」を「梅田 孝志」に改める。

� 代表者の住所

「神戸市西区水谷１丁目５番１８号」を「神戸市西区水谷２丁目１９番２１号」に改める。

３ 変更の年月日

２２３４ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１８年４月１日

神戸市告示第３９８号
次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 届け出た地縁による団体

� 名称

水谷自治会

� 事務所

神戸市西区水谷２丁目１７番４５号

� 代表者の氏名

尾成 修

� 代表者の住所

神戸市西区水谷２丁目１９番２１号

２ 変更があった事項及びその内容

� 代表者の氏名

「梅田 孝志」を「尾成 修」に改める。

� 代表者の住所

「神戸市西区水谷２丁目１９番２１号」を「神戸市西区水谷３丁目１番６号」に改める。

３ 変更の年月日

平成１９年４月１日

神戸市告示第３９９号
次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５及び第１１５条の１４によ

る届出を受理したので，同法第７８条の１０及び第１１５条の１８の規定により告示する。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

介護保険事
業所番号

事業所の
名称

事業所の
所在地

事業者の
名称

事業者の主
たる事務所
の所在地

廃止の
年月日

サービスの
種類

２８９０１０００１５ アミティー
ディサービ
ス長寿庵

神戸市東�
区御影石町
１丁目５番
３号

株式会社ア
ミティージ
ョイ

神戸市中央
区御幸通６
丁目１番２０
号三宮山田
東急ビル５
F

平成１９年
９月３０日

認知症対応
型通所介護
・介護予防
認知症対応
型通所介護

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２３５



神戸市告示第４１６号
住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第３項の規定により，住居表示を実

施する区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法及び街区符号を次のとおり告示す

る。

平成１９年１０月１８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 実施する区域

兵庫区中之島１丁目の一部（別図のとおり）

２ 実施する期日

平成１９年１１月１日

３ 住居表示の方法

街区方式

２２３６ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２３７



神戸市告示第４１７号
次のとおり街区の区域を変更するので，神戸市住居表示条例（昭和４０年３月条例第２５号）第

２条の規定により告示する。

平成１９年１０月１８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 街区の区域の変更

別図１の兵庫区中之島１丁目１街区の区域を，別図２に示すとおりに変更する。

２ 実施する期日

平成１９年１１月１日

２２３８ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２３９



２２４０ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市告示第４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，平成１９年１０月３１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成１９年１１月１３日まで一般の縦

覧に供する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第４１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び第１０条の規定により，市道路線を次のように認

定し，及び廃止する。その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，一般の縦覧

に供する。

平成１９年１０月３０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 認定する市道路線

道路の
種類

路 線 名 区 間 新旧別 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 西垂水１６７
号線

神戸市垂水区高丸１丁目９５９
番５３地先から

新 ５１．３０ ４．８０

神戸市垂水区高丸１丁目９５９
番７２地先まで

旧 ５１．３０ ３．６０

路線名 起 点 終 点

大原６１号線 神戸市北区大原２丁目１３番５地先 神戸市北区大原２丁目３１番地先

大原６２号線 神戸市北区大原２丁目１３番９地先 神戸市北区山田町原野字大山１番

１６５地先

大原６３号線 神戸市北区山田町原野字大山１番

１８６地先

神戸市北区山田町原野字大山１番

２０７地先

大原６４号線 神戸市北区山田町原野字大山１番

１２６地先

神戸市北区山田町原野字大山１番

１２３地先

大原６５号線 神戸市北区山田町原野字大山１番

１６５地先

神戸市北区山田町原野字大山１番

２０４地先

大原６６号線 神戸市北区山田町原野字大山１番

１２８地先

神戸市北区山田町原野字大山１番

１６４地先

大原６７号線 神戸市北区山田町原野字大山１番

２３２地先

神戸市北区山田町原野字大山１番

１３９地先

大池９８号線 神戸市北区有野町唐櫃字西ノ垣２８２３

番２６地先

神戸市北区東大池２丁目２８５２番２地

先

藤原台中町９４号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番３９

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番１１

地先

藤原台中町９５号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番３９

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番８２

地先

藤原台中町９６号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番７１

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番５１

地先

藤原台中町９７号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番４３

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番７

地先

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２４１



藤原台中町９８号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番４９

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番２

地先

藤原台中町９９号線 神戸市北区藤原台中町７丁目１７番４

地先

神戸市北区藤原台中町７丁目１７番２４

地先

鹿の子台北町１３０号

線

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

３地先

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

８地先

鹿の子台北町１３１号

線

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

３２地先

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

３０地先

鹿の子台北町１３２号

線

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

１３地先

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

１２地先

鹿の子台北町１３３号

線

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

３地先

神戸市北区鹿の子台北町３丁目２番

３地先

塩屋北町６４号線 神戸市垂水区塩屋北町１丁目２４０番

１３５

神戸市垂水区塩屋北町１丁目２４０番

１３９地先

塩屋北町６５号線 神戸市垂水区塩屋北町１丁目２４０番

１６０地先

神戸市垂水区塩屋北町１丁目２４０番

４７地先

神和台４４号線 神戸市垂水区神和台１丁目１９０２番

１８３地先

神戸市垂水区神和台１丁目２１８７番１７

地先

城が山１０号線 神戸市垂水区城が山１丁目１５４５番３７

地先

神戸市垂水区城が山１丁目１５４５番８２

地先

桜が丘１４６号線 神戸市西区桜が丘西町１丁目１６番２４

地先

神戸市西区桜が丘西町１丁目１６番１１

地先

北山台４号線 神戸市西区北山台１丁目５６６番２０７５

地先

神戸市西区北山台１丁目５６６番２０２５

地先

北山台５号線 神戸市西区北山台１丁目５６６番２１１９

地先

神戸市西区北山台１丁目５６６番２１１８

地先

北山台６号線 神戸市西区北山台１丁目５６６番２１５１

地先

神戸市西区北山台１丁目５６６番２１４８

地先

北山台７号線 神戸市西区北山台１丁目５６６番２１３９

地先

神戸市西区北山台１丁目５６６番２１２０

地先

高津橋６９号線 神戸市西区玉津町高津橋字高ナギ９８

番８地先

神戸市西区玉津町高津橋字高ナギ９０

番３地先

今津６号線 神戸市西区玉津町今津字鎌田１９７番

５地先

神戸市西区玉津町今津字宮ノ前１１６

番７地先

丸	２０号線 神戸市西区丸	２丁目１２番５地先 神戸市西区丸	２丁目１２番２地先

藤原台南町８３号線 神戸市北区藤原台南町１丁目１７番１

地先

神戸市北区藤原台南町１丁目１８番４

地先

中８号線 神戸市北区八多町中字道ノ上８３４番

地先

神戸市北区八多町中字道ノ上８５７番

地先

中９号線 神戸市北区八多町中字道ノ上８２４番

地先

神戸市北区八多町中字道ノ上８６０番

地先

中１０号線 神戸市北区八多町中字道ノ上８６４番

地先

神戸市北区八多町中字道ノ上８３４番

地先

中１１号線 神戸市北区八多町中字道ノ下８１０番

地先

神戸市北区八多町中字道ノ下８０４番

地先
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中１２号線 神戸市北区八多町中字ふけ９０８番地

先

神戸市北区八多町中字ふけ８９９番地

先

中１３号線 神戸市北区八多町中字ふけ８９３番地

先

神戸市北区八多町中字ふけ８８０番地

先

中１４号線 神戸市北区八多町中字ふけ８９０番１

地先

神戸市北区八多町中字ふけ８７９番地

先

中１５号線 神戸市北区八多町中字下川原９２９番

地先

神戸市北区八多町中字下川原９２９番

地先

中１６号線 神戸市北区八多町中字下川原９２８番

地先

神戸市北区八多町中字下川原９２２番

地先

中１７号線 神戸市北区八多町中字下川原９２２番

地先

神戸市北区八多町中字下川原９２９番

地先

中１８号線 神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８６６番地先

神戸市北区八多町中字下川原９４５番

地先

中１９号線 神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８６６番地先

神戸市北区八多町中字坂本垣内９６０

番地先

中２０号線 神戸市北区八多町中字坂本垣内９７２

番地先

神戸市北区八多町中字坂本垣内１０１５

番地先

中２１号線 神戸市北区八多町中字坂本垣内９６８

番地先

神戸市北区八多町中字坂本垣内９５８

番地先

中２２号線 神戸市北区八多町中字坂本垣内９９７

番地先

神戸市北区八多町中字坂本垣内９９２

番地先

中２３号線 神戸市北区八多町中字坂本垣内１００９

番地先

神戸市北区八多町中字坂本垣内１０１５

番地先

中２４号線 神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８５６番地先

神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８５３番地先

中２５号線 神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７２２番地先

神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８５５番地先

中２６号線 神戸市北区有野町二郎字藤丸１０４１番

地先

神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７１３番地先

中２７号線 神戸市北区有野町二郎字藤丸１０３７番

地先

神戸市北区有野町二郎字藤丸１０３９番

地先

中２８号線 神戸市北区有野町二郎字藤丸１０３８番

地先

神戸市北区有野町二郎字藤丸１０５０番

地先

中２９号線 神戸市北区有野町二郎字藤丸１０３７番

地先

神戸市北区有野町二郎字藤丸１０５０番

地先

中３０号線 神戸市北区八多町中字下ヨサ田１２１４

番地先

神戸市北区八多町中字カイモリ１０５８

番地先

中３１号線 神戸市北区八多町中字下ヨサ田１２３５

番地先

神戸市北区八多町中字カイモリ１０７２

番地先

中３２号線 神戸市北区八多町中字カイモリ１０９４

番地先

神戸市北区八多町中字下ヨサ田１２１５

番地先

中３３号線 神戸市北区八多町中字上ヨサ田１２４１

番地先

神戸市北区八多町中字上ヨサ田１２５３

番地先

中３４号線 神戸市北区八多町中字カイモリ１０６２

番地先

神戸市北区八多町中字堂ノ元１０９８番

地先
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中３５号線 神戸市北区八多町中字堂ノ元１１３１番

地先

神戸市北区八多町中字下ヨサ田１２２６

番地先

中３６号線 神戸市北区八多町中字池尻１３１１番地

先

神戸市北区八多町中字池尻１３２０番地

先

中３７号線 神戸市北区八多町中字池尻１３０４番地

先

神戸市北区八多町中字池尻１３０６番地

先

中３８号線 神戸市北区八多町中字上ヨサ田１２７９

番地先

神戸市北区八多町中字池尻１２９５番地

先

中３９号線 神戸市北区八多町中字下ノウテ１０２６

番地先

神戸市北区八多町中字東川原１１３６番

地先

中４０号線 神戸市北区八多町中字東川原１１３６番

地先

神戸市北区八多町中字東川原１１３６番

地先

中４１号線 神戸市北区八多町中字合ノ元１１６７番

地先

神戸市北区八多町中字戸崎１１７６番地

先

中４２号線 神戸市北区八多町中字戸崎１１７５番地

先

神戸市北区八多町中字戸崎１１７５番地

先

中４３号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３６０番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１３６０番

地先

中４４号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３７１番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１３６７番

地先

中４５号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３７１番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１４１７番

地先

中４６号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３８２番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１３９０番

地先

中４７号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３９５番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１４１６番

地先

中４８号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１４０６番

地先

神戸市北区八多町中字岸ノ下１４１７番

地先

中４９号線 神戸市北区八多町中字岸ノ下１３８１番

地先

神戸市北区八多町中字アフギ１４３７番

地先

日下部１２号線 神戸市北区道場町日下部字中筋１４７１

番地先

神戸市北区道場町日下部字筧ノ詰

１５２２番地先

日下部１３号線 神戸市北区道場町日下部字中筋１４６５

番地先

神戸市北区道場町日下部字木ノ元

１４３５番地先

日下部１４号線 神戸市北区道場町日下部字木ノ元

１４５１番地先

神戸市北区道場町日下部字木ノ元

１４３７番地先

日下部１５号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１３９１番地先

神戸市北区八多町中字大下７６６番地

先

日下部１６号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１３９５番地先

神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１３９７番地先

日下部１７号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１４０７番地先

神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１４０１番地先

日下部１８号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１４０７番地先

神戸市北区道場町日下部字宮ノ後

１４０９番地先

日下部１９号線 神戸市北区道場町日下部字西大久保

１５３１番地先

神戸市北区道場町日下部字西大久保

１５３２番地先
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日下部２０号線 神戸市北区八多町中字大下７７５番地

先

神戸市北区道場町日下部字西大久保

１５３２番地先

日下部２１号線 神戸市北区八多町中字大下７８１番地

先

神戸市北区八多町中字大下７８２番地

先

日下部２２号線 神戸市北区八多町中字大下７８２番地

先

神戸市北区道場町日下部字西大久保

１５３５番地先

日下部２３号線 神戸市北区道場町日下部字上才谷

１４８８番地先

神戸市北区道場町日下部字上才谷

１４９０番地先

日下部２４号線 神戸市北区道場町日下部字上才谷

１５０１番地先

神戸市北区道場町日下部字上才谷

１４８３番地先

日下部２５号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ向井

１５８０番地先

神戸市北区道場町日下部字西大久保

１５２７番地先

日下部２６号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ向井

１５６９番地先

神戸市北区道場町日下部字宮ノ向井

１５７２番地先

日下部２７号線 神戸市北区道場町日下部字宮ノ向井

１５６４番地先

神戸市北区道場町日下部字宮ノ向井

１５７３番地先

日下部２８号線 神戸市北区有野町二郎字藤丸１０３６番

地先

神戸市北区道場町日下部字番匠川原

１６２６番地先

日下部２９号線 神戸市北区道場町日下部字番匠川原

１６３６番地先

神戸市北区道場町日下部字乗安１６８１

番地先

日下部３０号線 神戸市北区道場町日下部字番匠川原

１６３６番地先

神戸市北区道場町日下部字番匠川原

１６２７番地先

日下部３１号線 神戸市北区道場町日下部字苅屋１６２０

番地先

神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６４２番地先

日下部３２号線 神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６４３番地先

神戸市北区道場町日下部字苅屋１５９４

番地先

日下部３３号線 神戸市北区道場町日下部字苅屋１６１１

番地先

神戸市北区道場町日下部字鳴瀧掛リ

１７８３番地先

日下部３４号線 神戸市北区道場町日下部字鳴瀧掛リ

１７８１番地先

神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８０１番地先

日下部３５号線 神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８０５番地先

神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８０１番地先

日下部３６号線 神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６７３番地先

神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７３６番地先

日下部３７号線 神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７２５番地先

神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７２７番地先

日下部３８号線 神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６７１番地先

神戸市北区道場町日下部字鳴瀧掛リ

１７６２番地先

日下部３９号線 神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６５４番地先

神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６６４番地先

日下部４０号線 神戸市北区道場町日下部字鳴瀧掛リ

１７６２番地先

神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６６３番地先

日下部４１号線 神戸市北区道場町日下部字天神ノ元

１６６４番地先

神戸市北区道場町日下部字中ノゴウ

１７９９番地先

日下部４２号線 神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８５０番地先

神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８４４番地先
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２ 廃止する市道路線

神戸市告示第４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第２項の規定により，次の市道の全区間をもっ

ぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路に指定するので，同条第５項の規定により

告示する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 指定する道路の路線名

日下部４３号線 神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８０８番地先

神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８０８番地先

日下部４４号線 神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８１５番地先

神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８１５番地先

日下部４５号線 神戸市北区道場町日下部字才谷１８３７

番地先

神戸市北区道場町日下部字才谷１８２７

番地先

日下部４６号線 神戸市北区道場町日下部字林ケ鼻

１８４４番地先

神戸市北区道場町日下部字鳥居ノ元

１８１４番

日下部４７号線 神戸市北区八多町中字下川原９３１番

地先

神戸市北区道場町日下部字才谷１８３２

番地先

道場東線 神戸市北区道場町日下部字乗安１６９６

番地先

神戸市北区道場町日下部字高木ノ西

１７３６番地先

路線名 起点 終点

御影町合併７６号線 神戸市東�区御影山手２丁目１６０番
１地先

神戸市東�区御影山手２丁目１６５番
地先

有馬里８７号線 神戸市北区有馬町字乙倉谷１８９７番１

地先

神戸市北区有馬町字栗柄１８８２番地先

垂水里５０９号線 神戸市垂水区名谷町字柄立原２０３５番

地先

神戸市垂水区名谷町字垣ノ内２０１１番

３地先

舞子７３号線 神戸市垂水区西舞子２丁目１２８１番２

地先

神戸市垂水区西舞子２丁目１２７１番地

先

本山村合併３２５号線 神戸市東�区甲南町５丁目６９９番９
地先

神戸市東�区甲南町５丁目６９９番１１
地先

六甲村４９４号線 神戸市�区篠原台１番１ 神戸市�区篠原台１番１
有野里３５２号線 神戸市北区東大池２丁目２８４７番１７地

先

神戸市北区東大池２丁目２８４７番２６地

先

名谷中山３６号線 神戸市垂水区神和台１丁目２１２６番８

地先

神戸市垂水区神和台１丁目１９０２番１２

地先

潤和第１４号線 神戸市西区白水２丁目５１０番地先 神戸市西区白水２丁目５２２番地先

下畑１４号線 神戸市垂水区下畑町字谷川１９９４番１

地先

神戸市垂水区下畑町字内入田７７７番

２地先

山田里９８２号線 神戸市北区山田町上谷上字三ツ谷１２

番３地先

神戸市北区山田町上谷上字三ツ谷１０

番２地先

神戸国際港都建設事業道場八多地区特定土地区画整理事業の施行地区内の従前の市道路線。た

だし，宅原中央線，道場南線，中２号線，中３号線，中５号線，中６号線，八多川１号線，中東

線及び道場村第８号線を除く。
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大原６４号線，大原６５号線，大原６６号線，大原６７号線，藤原台中町９８号線，藤原台中町９９号

線，鹿の子台北町１３２号線，中９号線，中１１号線，中１２号線，中１５号線，中２１号線，中２７号

線，中４０号線，中４２号線，中４３号線，日下部１６号線，日下部１９号線，日下部２０号線，日下部

３５号線，日下部３７号線，日下部４３号線，日下部４４号線，日下部４５号線及び日下部４７号線

２ 指定する期日

平成１９年１０月３０日

神戸市告示第４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第３項の規定により，次の市道の全区間をもっ

ぱら歩行者の一般交通の用に供する道路に指定するので，同条第５項の規定により告示する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 指定する道路の路線名

鹿の子台北町１３３号線

２ 指定する期日

平成１９年１０月３０日

神戸市告示第４２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように決定

し，同条第２項の規定により，平成１９年１０月３１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成１９年１１月１３日まで一般の縦

覧に供する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

道路の
種類

路 線 名 区 間 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 松本１号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０１番１地
先から

６３７．２０ １７．００

神戸市兵庫区松本通７丁目１０３番３地
先まで

松本２号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０４番１地
先から

５０４．４０ 最大１０．００
最少 ８．００

神戸市兵庫区松本通６丁目１０２番１０地
先まで

松本３号線 神戸市兵庫区上沢通１丁目１１２番地先
から

９４．３０ ９．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０２番７地
先まで

松本４号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０５番１地
先から

８０．５０ ５．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０２番１１地
先まで

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２４７



松本５号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０４番１地
先から

１０３．１０ 最大 ６．００
最小 ５．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０２番１９地
先まで

松本６号線 神戸市兵庫区大井通１丁目１０１番２地
先から

４７．３０ ５．００

神戸市兵庫区大井通１丁目１０２番１０地
先まで

松本７号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０１番１地
先から

２１０．１０ 最大 ８．００
最小 ６．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０２番１６地
先まで

松本８号線 神戸市兵庫区大井通１丁目１０１番１地
先から

２１．９０ ６．００

神戸市兵庫区大井通１丁目１０１番１２地
先まで

松本９号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０１番６地
先から

１８．５０ ４．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０２番１１地
先まで

松本１０号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０５番２地
先から

３９．８０ ５．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０６番１０地
先まで

松本１１号線 神戸市兵庫区松本通２丁目１０４番３地
先から

３６．５０ ６．００

神戸市兵庫区松本通２丁目１０３番１地
先まで

松本１２号線 神戸市兵庫区大井通２丁目１０３番１地
先から

６１．７０ ５．００

神戸市兵庫区大井通２丁目１０１番１２地
先まで

松本１３号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０４番１地
先から

５１．７０ ６．００

神戸市兵庫区松本通４丁目１０３番１２地
先まで

松本１４号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０１番２地
先から

３３．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通３丁目１０２番１４地
先まで

松本１５号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０４番４地
先から

５６．２０ ５．００

神戸市兵庫区松本通３丁目１０３番４地
先まで

松本１６号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０３番１地
先から

５６．１０ ６．００

神戸市兵庫区松本通３丁目１１２番地先
まで
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松本１７号線 神戸市兵庫区大井通２丁目１０１番１１地
先から

５５．００ ５．００

神戸市兵庫区大井通２丁目１０２番６地
先まで

松本１８号線 神戸市兵庫区松本通３丁目１０２番８地
先から

１３３．２０ 最大１１．００
最小 ７．００

神戸市兵庫区大井通３丁目１０１番１２地
先まで

松本１９号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０６番１地
先から

２９．５０ ６．００

神戸市兵庫区松本通４丁目１０７番１地
先まで

松本２０号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０１番８地
先から

３３．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通４丁目１０２番１４地
先まで

松本２１号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０７番３地
先から

９４．３０ ６．００

神戸市兵庫区松本通４丁目１０５番１地
先まで

松本２２号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０５番１７地
先から

１８．５０ ４．００

神戸市兵庫区松本通４丁目１０４番１２地
先まで

松本２３号線 神戸市兵庫区大井通３丁目１０１番１０地
先から

１９．６０ ４．００

神戸市兵庫区大井通３丁目１０２番１６地
先まで

松本２４号線 神戸市兵庫区松本通４丁目１０２番８地
先から

３５０．００ 最大１１．００
最小 ８．００

神戸市兵庫区大井通２丁目１０１番１地
先まで

松本２５号線 神戸市兵庫区松本通５丁目１０１番９地
先から

２４．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通５丁目１０２番２２地
先まで

松本２６号線 神戸市兵庫区松本通５丁目１０５番１２地
先から

６２．２０ ５．００

神戸市兵庫区松本通５丁目１０３番６地
先まで

松本２７号線 神戸市兵庫区松本通５丁目１０５番１３地
先から

１０．６０ ４．００

神戸市兵庫区松本通５丁目１０４番１地
先まで

松本２８号線 神戸市兵庫区松本通６丁目１０１番９地
先から

２４．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通６丁目１０２番１８地
先まで

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２４９



神戸市告示第４２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，平成１９年１０月３１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成１９年１１月１３日まで一般の縦

覧に供する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

松本２９号線 神戸市兵庫区松本通６丁目１０４番５地
先から

１４．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通６丁目１０３番１７地
先まで

松本３０号線 神戸市兵庫区松本通６丁目１０２番８地
先から

６３．１０ ８．００

神戸市兵庫区松本通７丁目１０４番１０地
先まで

松本３１号線 神戸市兵庫区松本通７丁目１０１番６地
先から

２０．００ ４．００

神戸市兵庫区松本通７丁目１０２番６地
先まで

松本３２号線 神戸市兵庫区松本通７丁目１０４番６地
先から

２３．３０ ４．００

神戸市兵庫区松本通７丁目１０３番１０地
先まで

松本３３号線 神戸市兵庫区松本通７丁目１０２番４地
先から

１１６．４０ ６．００

神戸市兵庫区松本通７丁目１０４番１地
先まで

松本３４号線 神戸市兵庫区松本通７丁目１０３番３地
先から

４０．８０ ９．５０

神戸市兵庫区松本通８丁目２番２４地先
まで

道路の
種類

路 線 名 区 間 新旧別 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 塚本線 神戸市兵庫区松本通２丁目
１０７番地先から

新 １７３．５０ １８．００

神戸市兵庫区大井通２丁目
１０６番地先まで

旧 １７３．５０ ９．００

荒田会下山
線

神戸市兵庫区大井通１丁目
１０７番地先から

新 ８０４．２０ 最大 ９．００
最小 ５．００

神戸市兵庫区松本通７丁目
１０３番６地先まで

旧 ８０４．２０ 最大 ７．００
最小 ３．６０

会下山線 神戸市兵庫区松本通５丁目
１０２番８地先から

新 ７３．９０ ８．００

神戸市兵庫区松本通６丁目
１０４番８地先まで

旧 ７３．９０ ７．００
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神戸市告示第４２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，平成１９年１０月３１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成１９年１１月１３日まで一般の縦

覧に供する。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

公 告

神戸市公告第４０１号
次に掲げる土地区画整理事業の施行に関して，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以

下「法」という。）第１３３条第１項の規定により施行者が書類の送付に代えてその書類の内容の

公告をするに当たり，同条第２項において準用する法第７７条第５項の規定により施行者から公

告すべき内容の通知があったので，同項の規定により次のとおり掲示がされている旨を公告し

ます。

平成１９年１０月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 土地区画整理事業の名称及び施行者

阪神間都市計画事業築地震災復興土地区画整理事業

尼崎市 代表者 尼崎市長 白 井 文

２ 掲示がされている書類

次の表の左欄に掲げる者に対する同表の右欄に掲げる土地に係る法第１０３条第１項の規定

による換地処分通知書

３ 掲示の場所

尼崎市築地５丁目２番８号所在

築地福祉会館前の掲示板

道路の
種類

路 線 名 区 間 新旧別 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 西�第三
１号線

神戸市�区水道筋１丁目４０番
１地先から

新 ３３．２０ ３．７０

神戸市�区水道筋１丁目２１番
２地先まで

旧 ３３．２０ ３．５０

西�第三
２８号線

神戸市�区水道筋１丁目２１番
２地先から

新 ９．５０ ６．００

神戸市�区水道筋１丁目２１番
２地先まで

旧 ９．５０ 最大 ６．００
最小 ５．８０

書類の送付を受けるべき者
土 地 の 表 示

氏 名 判明している最後の住所

澤田 伊三次郎
明石郡垂水村ノ内東垂水村
６３番屋敷

尼崎市築地中通２丁目４６番
宅地 １０９．０９


平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２５１



４ 掲示の期間

平成１９年１０月１２日から平成１９年１０月２２日まで

神戸市公告第４０２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により，道路の位置を指定

したものは，次のとおりです。

平成１９年１０月１２日

（特定行政庁）神戸市長 矢 田 立 郎
指定番号 指 定

年月日

申 請 者 道路の位置 延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

平成１８年

度第４２号

平成１８年

１２月５日

神戸市垂水区仲田１丁目１番３７号

有限会社 ヒカリ住宅

代表取締役 義末 悟

神戸市西区玉津町今津字堂田

２２１番１

８．００ ４．３３

平成１８年

度第４５号

平成１８年

１２月１４日

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

神戸市中央区港島南町６丁目１

番１，１番１２及び１番１３

１０９．８３

４６５．４１

２２５．４３

１４．５０

１６．７０

１８．００

平成１８年

度第４６号

平成１９年

２月１日

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

神戸市中央区港島南町５丁目１

番１，２番６，６番１及び６丁

目１番１

２００．０２

７．０７

２２７．４６

１８．００

１８．００

１６．６５

平成１８年

度第４３号

平成１９年

２月７日

神戸市須磨区北落合１丁目１番３２０‐３１２

金村 基龍

神戸市垂水区下畑町字真田１９８

番１の一部及び２００番１の一部

２３．４２ ６．００

６．０２

平成１８年

度第４７号

平成１９年

２月１５日

豊中市箕輪３丁目７番１号

アートプランニング株式会社

代表取締役 寺田 千代乃

神戸市垂水区五色山２丁目１３６９

番８

１８．７４ ４．７０

平成１８年

度第４９号

平成１９年

３月２日

神戸市須磨区平田町３丁目３番１１号

コスモ不動産株式会社

代表取締役 橘 幸司

神戸市北区鈴蘭台東町９丁目６

番６及び６番２４

４．４９

９．６０

１６．６１

５．５３

４．７５

４．００から

４．０２まで

平成１８年

度第５０号

平成１９年

３月２日

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

神戸市北区ひよどり台南町３丁

目１番１，１３番，１５番６，１５番

１６１及び１３７５番１

１５６．５０

２８５．９０

４９７．１０

１８．２０

９．５０

６．１６

６．００

４．００

平成１８年

度第５４号

平成１９年

３月３０日

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

神戸市西区見津が丘１丁目３番

７及び３番９

２４４．８０ ８．００

平成１９年

度第１号

平成１９年

４月２３日

神戸市兵庫区大開通２丁目３番２３号

東洋工業株式会社

代表取締役 稲垣 謙一

神戸市垂水区千代が丘１丁目

２２５２番１１１２，２２５２番１１１４，２２５２

番１１１５，２２５２番１３８０及び２２５２番

１３８６

７．９１ ４．２８から

４．２４まで

平成１９年

度第２号

平成１９年

４月２６日

大阪市住吉区長居東４丁目１１番２４号

株式会社 ティー・アイ・コーポレーシ

ョン

代表取締役 南 純博

神戸市須磨区一ノ谷町２丁目９０

番

２１．８２ ５．００

平成１９年

度第３号

平成１９年

５月１６日

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

神戸市中央区港島１丁目１番

８，１番１０及び１番１４

１１９．５０

１１６．０９

７．６０から

８．００まで

１１．６６

平成１９年

度第４号

平成１９年

５月２１日

尼崎市東難波町５丁目６番９号

ファースト住建株式会社

代表取締役 中島 雄司

神戸市兵庫区永沢町２丁目１番

１３，１番１６，１番１９，１番２２，

１番２５及び１番２７

１６．６５ ４．００

平成１９年

度第７号

平成１９年

５月３０日

尼崎市浜田町４丁目３７番地の１

株式会社 別府工務店

代表取締役 別府 則男

神戸市須磨区車字長者平９００番

１及び９０１番１

２６．４３ ４．５０

２２５２ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市公告第４０３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，平成１９年１０月１５日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

平成１９年１０月１５日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ジェームス山サティ

神戸市垂水区青山台７丁目７番１号

２ 変更した事項

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所及び法人にあっては代

表者の氏名

（変更前）

平成１９年

度第９号

平成１９年

６月１３日

神戸市垂水区名谷町字寺池１５０８‐５０３

豊進開発株式会社

代表取締役 木村 栄治

神戸市西区玉津町今津字万願寺

３７８番２

４０．６２ ６．００

平成１９年

度第１１号

平成１９年

７月２４日

岸和田市大町１丁目１３番１４号

株式会社 フクトク住宅

代表取締役 佐竹 嘉昭

神戸市東�区魚崎南町２丁目
７５０番２の一部

１９．２４ ４．３０

平成１９年

度第１４号

平成１９年

８月２０日

神戸市須磨区稲葉町２丁目１番１号

有限会社 西神住建

代表取締役 中山 忠夫

神戸市須磨区行幸町３丁目２番

１及び２番５

２８．６０１ ４．５０

平成１９年

度第１５号

平成１９年

８月２２日

広島市中区大手町５丁目７番１０‐９０２

村上 武男

神戸市東�区田中町５丁目６６５
番１

１９．７５ ４．３０

平成１９年

度第１８号

平成１９年

９月２１日

兵庫県三田市三田町３６番１６号

株式会社 大宏

代表取締役 大塚 長光

神戸市北区有野町二郎字藤丸

８６３番１の一部

２９．８２ ６．９６から

６．９８まで

平成１９年

度第２０号

平成１９年

９月２７日

神戸市中央区明石町１８番地１

株式会社 栄光ホールディングス

代表取締役 岡野 貴祥

神戸市垂水区塩屋町６丁目１２８

番１，１２８番４２，１２８番４９及び１２８

番２３

３４．９５ ４．６２から

５．３０まで

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名

株式会社マイカル
大阪市中央区久太郎町３丁目

１番３０号
管財人 岡田 元也

株式会社三城
横浜市港北区新横浜２丁目１５

番１６号
代表取締役 多根 裕詞

株式会社大谷
新潟県中蒲原郡亀田町亀田工

業団地１丁目３番５号
代表取締役 大谷 勝彦

西日本クロックハウス株式会

社

東京都杉並区荻窪５丁目２０番

１０号
代表取締役 大野 禄一郎

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２５３



株式会社愛織
奈良県奈良市二条町１丁目１

番７号
代表取締役 柴田 知幸

株式会社パスポート
東京都品川区西五反田７丁目

２２番１７号
代表取締役 水野 玄

株式会社ティンクル
滋賀県長浜市八幡東町４８番１

号
代表取締役 馬渕 敏郎

株式会社ミカサシステムデザ

イン
堺市山四目９７６番１号 代表取締役 笠松 猛夫

株式会社エステール
東京都新宿区西新宿３丁目２０

番２号オペラシティタワー１５F
代表取締役 丸山 朝

有限会社ギー
神戸市垂水区つつじヶ丘４丁

目８番１号
代表取締役 難波 司

株式会社たけうち 赤穂市加里屋２１６４番地の２８ 代表取締役 竹内 賽

株式会社パッション
神戸市中央区三宮町１番地の

９号
代表取締役 青木 千鶴

スタジオプラン株式会社
東京都台東区浅草橋５丁目２０

番１０号
代表取締役 中川 均

株式会社ジュエルベリテオオ

クボ

東京都渋谷区渋谷１丁目１３番

９号
代表取締役 大久保 仁雄

株式会社鈴丹
名古屋市昭和区広路通２丁目

５番地
代表取締役 伊佐治 博

ビューカンパニー株式会社
大阪市淀川区宮原３丁目４番

３０号ニッセイ新大阪ビル１１F
代表取締役 松村 洋祐

株式会社ファイブフォックス
東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目

１３番１８号
代表取締役 上田 稔夫

株式会社エルメ
大阪市中央区瓦町１丁目６番

１０号
代表取締役 岡元 康歳

株式会社ハニーズ
福島県いわき市鹿島町走熊字

七本松２７番地の１号
代表取締役 江尻 義久

有限会社カマモト 洲本市本町７丁目３番１３号 代表取締役 竈本 和秀

株式会社テンファッションズ
大阪市西成区梅南１丁目７番

３１号第２花園ビル
代表取締役 古川 昭治

有限会社ドウマルナカ
神戸市中央区三宮町１丁目８

番地１の２３８号
代表取締役 中振 公治

株式会社スイートガーデン
京都府久世郡久御山町佐山双

栗３７番地の１
代表取締役 山本 悟

カネボーレインハット株式会

社

東京都港区元赤坂１丁目３番

１２号
代表取締役 櫻井 英昭

からふね屋珈琲株式会社
京都市南区吉祥院定成町４番

地の２
代表取締役 堀尾 隆

株式会社長井珈琲
神戸市垂水区桃山台５丁目１

番６号
代表取締役 長井 尚三

株式会社古市庵
大阪市旭区新森１丁目２番１４

号
代表取締役 古市 精男

２２５４ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



（変更後）

株式会社グリーンハウスフー

ズ

東京都新宿区西新宿３丁目７

番１号新宿パークタワー３F
代表取締役 田沼 千秋

大崎青果株式会社 加古川市野口町長砂７０７番地 代表取締役 小林 泰造

株式会社夢ぎゃらりい
大阪市西成区玉出中１丁目５

番８号ハトキン第２ビル
代表取締役 加藤 嘉朗

株式会社ベベ
神戸市中央区港島中町６丁目

８番２号
代表取締役 細川 数夫

その他３区画（記載省略）

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名

株式会社マイカル
大阪市中央区久太郎町３丁目

１番３０号
代表取締役 川本 敏雄

株式会社三城
東京都中央区銀座２丁目７番

１７号
代表取締役 多根 裕詞

株式会社大谷
新潟県中蒲原郡亀田町亀田工

業団地１丁目３番５号
代表取締役 大谷 勝彦

株式会社ザ・クロックハウス
東京都新宿区新宿１丁目１９番

１０号
代表取締役 花谷 洋二

株式会社パスポート
東京都品川区西五反田７丁目

２２番１７号
代表取締役 水野 純

株式会社ティンクル 滋賀県長浜市勝町８０３番地 代表取締役 松本 規義

株式会社ミカサシステムデザ

インコーポレーション
堺市山田４丁目１９７６番１号 代表取締役 笠松 猛夫

エステール株式会社
東京都新宿区住吉町８丁目１２

番プラザ曙橋
代表取締役 丸山 朝

有限会社ギー
神戸市垂水区つつじヶ丘４丁

目８番１号
代表取締役 難波 司

株式会社スモール・プラネッ

ト

東京都八王子市子安町２丁目

２番１３号
代表取締役 吉野 廣樹

藤久株式会社
名古屋市名東区高社１丁目

２１０番
代表取締役 後藤 薫徳

株式会社鈴丹
名古屋市昭和区広路通２丁目

５番地
代表取締役 小林 史夫

株式会社ビューカンパニー
大阪市淀川区宮原３丁目４番

３０号ニッセイ新大阪ビル１１F
代表取締役 松村 洋祐

株式会社ファイブフォックス
東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目

１３番１８号
代表取締役 上田 稔夫

株式会社エルメ
大阪市中央区瓦町１丁目６番

１０号
代表取締役 上野 善博

株式会社ハニーズ
福島県いわき市鹿島町走熊字

七本松２７番地の１号
代表取締役 江尻 義久

スナップス販売株式会社 千葉市美浜区中瀬２番６号 代表取締役 西原 浩二

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２５５



３ 変更の年月日

株式会社マイカルは平成１８年５月１７日，株式会社三城は平成１６年５月１日，株式会社ザ・

クロックハウスは平成１７年４月１日，株式会社パスポートは平成１６年８月１日，株式会社テ

ィンクルは平成１６年４月１日，エステール株式会社は平成１８年２月２８日，株式会社スモール

・プラネットは平成１９年１月１９日，藤久株式会社は平成１８年２月２４日，株式会社鈴丹は平成

１６年６月１日，株式会社エルメは平成１６年９月１日，スナップス販売株式会社は平成１６年３

月１日，株式会社テンファッションズは平成１６年６月６日，有限会社あきんどは平成１６年７

月２２日，有限会社ラシェーヌは平成１６年１１月１７日，大崎ベジフル株式会社は平成１８年３月１

日，株式会社愛織は平成１９年７月２５日，株式会社たけうちは平成１８年１月１５日，株式会社パ

ッションは平成１８年２月２１日，スタジオプラン株式会社は平成１７年４月２０日，株式会社ジュ

エルベリテオオクボは平成１９年５月２７日，有限会社カマモトは平成１７年８月２８日，株式会社

スイートガーデンは平成１６年９月２３日，カネボーレインハット株式会社は平成１６年１２月３日，

からふね屋珈琲株式会社は平成１６年８月２２日，株式会社古市庵は平成１６年１１月３０日，株式会

社グリーンハウスフーズは平成１６年７月１６日，株式会社夢ぎゃらりいは平成１７年３月２０日，

その他１区画は平成１９年５月７日，その他１区画は平成１８年６月１５日。

４ 変更する理由

株式会社マイカル，株式会社パスポート，株式会社鈴丹及び株式会社エルメは代表者変更

のため，株式会社三城は住所変更のため，株式会社ザ・クロックハウスは西日本クロックハ

ウス株式会社からの名称変更，代表者変更及び住所変更のため，株式会社ティンクル及び株

式会社テンファッションズは代表者変更及び住所変更のため，株式会社ミカサシステムデザ

インコーポレーションは住所錯誤のため，エステール株式会社は名称錯誤及び住所変更のた

め，株式会社スモール・プラネット，藤久株式会社，スナップス販売株式会社，有限会社あ

きんど及び有限会社ラシェーヌは新規入店のため，大崎ベジフル株式会社は大崎青果株式会

社からの名称変更及び代表者変更のため，株式会社愛織，株式会社たけうち，株式会社パッ

ション，スタジオプラン株式会社，株式会社ジュエルベリテオオクボ，有限会社カマモト，

株式会社スイートガーデン，カネボーレインハット株式会社，からふね屋珈琲株式会社，株

式会社古市庵，株式会社グリーンハウスフーズ，株式会社夢ぎゃらりい及びその他２区画は

退店のため。

５ 届出年月日

平成１９年９月２８日

株式会社テンファッションズ
大阪市西成区梅南１丁目７番

３１号
代表取締役 茶谷 章一

有限会社ドウマルナカ
神戸市中央区三宮町１丁目８

番地１の２３８号
代表取締役 中振 公治

株式会社長井珈琲
神戸市垂水区桃山台５丁目１

番６号
代表取締役 長井 尚三

有限会社あきんど
加古川市加古川町北在家２５１８

番
代表取締役 安原 大松

有限会社ラシェーヌ
大阪府松原市天美我堂２丁目

４５３の２
代表取締役 和田 友香

大崎ベジフル株式会社 加古川市野口町長砂７０７番地 代表取締役 坂田 勝彦

株式会社ベベ
神戸市中央区港島中町６丁目

８番２号
代表取締役 細川 数夫

その他１区画（記載省略）

２２５６ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



６ 縦覧期間

平成１９年１０月１５日から平成２０年２月１４日まで

７ 縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館７階

神戸市産業振興局商業課

神戸市公告第４０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，平成１９年１０月１５日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

平成１９年１０月１５日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

神姫西神ショッピングセンター

神戸市西区王塚台７丁目１３１番１号

２ 変更した事項

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所及び法人にあっては代

表者の氏名

（変更前）

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名

株式会社マイカル
大阪市中央区久太郎町３丁目

１番３０号
管財人 岡田 元也

株式会社三城
東京都中央区日本橋室町２丁

目４番２号
代表取締役 加納 誠治

株式会社オハラ
神戸市長田区長田町１丁目３

番１‐２２１号
代表取締役 小原 清三

株式会社鈴丹
名古屋市中区栄３丁目１５番３７

号
代表取締役 鈴井 桂夫

株式会社タカラブネ
京都府久世郡久御山町大字佐

山小字双栗３７番地の１
代表取締役 新開 純也

株式会社ハン六
大阪市中央区南新町２丁目４

番１２‐１０１号
代表取締役 松室 一成

有限会社ビーエイト 加古郡播磨町二子４１６番地 代表取締役 塚崎 妙子

有限会社宮本海産
神戸市長田区長田町８丁目４

番２号
代表取締役 池田 春江

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２５７



（変更後）

有限会社エビヤスタンダード
神戸市西区王塚台７丁目１３１‐

１
代表取締役 田中 三郎

株式会社キシモト 明石市松の内２丁目２番１０号 代表取締役 岸本 成司

有限会社オカノ薬局
明石市大明石町１丁目５番２５

号
代表取締役 岡野 吉秀

有限会社ユミ化粧品
明石市西明石南町２丁目１８番

１号
代表取締役 畑 俊子

有限会社フラワーショップキ

ムラ

明石市西明石南町２丁目２０番

３号
代表取締役 木村 裕

株式会社長井珈琲
神戸市垂水区桃山台５丁目１

番６号
代表取締役 長井 尚三

株式会社たけうち 赤穂市加里屋２１６４番地の２８ 代表取締役 竹内 実

株式会社アークサービス
大阪府箕面市船場東１丁目８

番４１号
代表取締役 安川 宏文

有限会社あきんど味平
加古川市加古川町寺家町１６番

地
代表取締役 安原 大松

その他２区画（記載省略）

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名

株式会社マイカル
大阪市中央区久太郎町３丁目

１番３０号
代表取締役 川本 敏雄

株式会社三城
東京都中央区銀座２丁目７番

１７号
代表取締役 多根 裕詞

株式会社オハラ
神戸市長田区長田町１丁目３

番１‐２２１号
代表取締役 小原 宏

株式会社スイートガーデン
京都市中京区烏丸通御池下る

虎屋町５６６‐１
代表取締役 小池 和則

株式会社売経
滋賀県大津市におの浜３丁目

４番１７号
代表取締役 松室 一成

有限会社ビーエイト 加古郡播磨町二子４１６番地 代表取締役 塚崎 妙子

有限会社オカノ薬局
明石市大明石町１丁目５番２５

号
代表取締役 岡野 吉秀

有限会社ユミ化粧品
明石市西明石南町２丁目１８番

１号
代表取締役 佐々木 久

スナップス販売株式会社 千葉市美浜区中瀬２番６号 代表取締役 西原 浩二

株式会社高栄建設 明石市松江９０番地 代表取締役 高橋 八郎

株式会社セリア
岐阜県大垣市外渕２丁目３８番

地
代表取締役 河合 宏光

その他１区画（記載省略）

２２５８ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



３ 変更の年月日

株式会社マイカルは平成１８年５月１７日，株式会社三城は平成１６年５月１日，株式会社オハ

ラは平成１７年９月１８日，株式会社スイートガーデンは平成１８年９月１日，株式会社売経は平

成１６年１１月１日，有限会社ユミ化粧品は平成１８年５月２９日，スナップス販売株式会社は平成

１６年７月１７日，株式会社高栄建設は平成１８年２月２４日，株式会社セリアは平成１７年８月３０日，

株式会社鈴丹は平成１７年６月３０日，有限会社宮本海産は平成１７年３月２０日，有限会社エビヤ

スタンダードは平成１７年２月２８日，株式会社キシモトは平成１６年６月３０日，有限会社フラワ

ーショップキムラは平成１７年５月３０日，株式会社長井珈琲は平成１６年６月３０日，株式会社た

けうちは平成１８年８月３１日，株式会社アークサービスは平成１８年６月２０日，有限会社あきん

ど味平は平成１７年１２月２０日，その他１区画は平成１７年４月２５日。

４ 変更する理由

株式会社マイカル，株式会社オハラ及び有限会社ユミ化粧品は代表者変更のため，株式会

社三城は代表者変更及び住所変更のため，株式会社スイートガーデンは株式会社タカラブネ

からの名称変更，代表者変更及び住所変更のため，株式会社売経は株式会社ハン六からの名

称変更及び住所変更のため，スナップス販売株式会社，株式会社高栄建設及び株式会社セリ

アは新規入店のため，株式会社鈴丹，有限会社宮本海産，有限会社エビヤスタンダード，株

式会社キシモト，有限会社フラワーショップキムラ，株式会社長井珈琲，株式会社たけうち，

株式会社アークサービス，有限会社あきんど味平及びその他１区画は退店のため。

５ 届出年月日

平成１９年９月２８日

６ 縦覧期間

平成１９年１０月１５日から平成２０年２月１４日まで

７ 縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館７階

神戸市産業振興局商業課

神戸市公告第４０５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により，道路として指定し

たものは，次のとおりです。

平成１９年１０月１６日

（特定行政庁）神戸市長 矢 田 立 郎

指定番号 指 定

年月日

道路の名称 道路の位置 延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

平成１９年

度第１号

平成１９年

６月６日

西下木津線 神戸市西区見津が丘４

丁目１２，１３及び８０４番１

６２７．０ ２６．０

平成１９年

度第２号

平成１９年

７月３０日

神戸国際港都建設道路

事業３．４．１１号

塩屋舞子線

神戸市垂水区北舞子２

丁目

１７０．０ ２０．０

平成１９年

度第３号

平成１９年

８月８日

神戸国際港都建設

流通業務団地事業

複合産業団地中央線

神戸市西区押部谷町木

見字東山８５１‐１，８５２，

８５３，８５４‐２，８５４‐３，

押部谷町木見字東平ノ

七８２５‐１，８２６‐１，８２８，

６９０．０ ２１．０

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２５９



備考 道路の位置の詳細については，神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課備付けの

図面のとおり

神戸市公告第４０６号
神戸国際港都建設事業新長田駅南第１地区震災復興第二種市街地再開発事業の久保６第２，３

工区に係る管理処分計画の変更について，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１１８条の１０

において準用する同法第８６条第１項の規定により，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１６日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 第二種市街地再開発事業の名称

神戸国際港都建設事業新長田駅南第１地区震災復興第二種市街地再開発事業

２ 施行者の名称

神戸市

代表者 神戸市長 矢田立郎

３ 事務所の所在地

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 管理処分計画に係る工区に含まれる地域の名称

神戸市長田区久保町６丁目の一部及び久保町７丁目の一部

５ 管理処分計画の認可を受けた年月日

平成１９年５月７日

６ 管理処分計画について都市再開発法施行令（昭和４４年政令第２３２号）第４６条の２第５号に

掲げる軽微な変更をした年月日

平成１９年１０月１６日

押部谷町木見字東平ノ

八８２９及び押部谷町木

見字谷田４７２，４７３，４７４，

４７５，４７６，４７７

平成１９年

度第４号

平成１９年

９月６日

神戸国際港都建設事業

浜山地区

土地区画整理事業

区画道路浜中東４号線

神戸市兵庫区浜中町１

丁目

７１．０ ６．０

平成１９年

度第５号

平成１９年

９月６日

神戸国際港都建設事業

浜山地区

土地区画整理事業

区画道路浜中東５号線

神戸市兵庫区浜中町１

丁目

４３．０ ５．０

平成１９年

度第６号

平成１９年

９月６日

神戸国際港都建設事業

浜山地区

土地区画整理事業

区画道路浜中東６号線

神戸市兵庫区浜中町１

丁目

７３．０ ６．０

２２６０ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市公告第４０７号
都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 設置する都市公園

� 名称，位置及び区域

� 供用開始の年月日

平成１９年１０月１７日

神戸市公告第４０８号
都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 設置する都市公園

� 名称，位置及び区域

� 供用開始の年月日

平成１９年１０月１７日

神戸市公告第４０９号
都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 設置する都市公園

� 名称，位置及び区域

� 供用開始の年月日

平成１９年１０月１７日

名 称 位 置 区 域
樫野西公園
東井吹福谷公園
学園西町西公園

西区樫野台２丁目
西区井吹台東町６丁目
西区学園西町４丁目

神戸市建設局公園砂防部管
理課備付けの図面のとおり

名 称 位 置 区 域
神戸研究学園都市周辺緑地 西区学園東町７丁目 神戸市建設局公園砂防部管

理課備付けの図面のとおり

名 称 位 置 区 域
川池公園 兵庫区松本通３丁目 神戸市建設局公園砂防部管

理課備付けの図面のとおり

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２６１



神戸市公告第４１０号
制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

２ 入札に参加する者に必要な資格

３ 入札に必要な書類を示す場所

郵便番号 ６５０‐８５７０ 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１４６・７）

（以下「経理課」という。）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査等

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

６ 入札の日時及び方法

工事名 新港西地区（メリケン～弁天）防潮鉄扉設置工事（その１）

工事場所 神戸市中央区波止場町

完成期限 平成２０年３月２８日

工事概要 本工事は，新港地区（メリケン～弁天）において，防潮胸壁新設に伴い防潮鉄扉を

新設する工事で，その概要は下記のとおりである。

１．電動および手動式アルミ合金製引戸式ゲート・手動式片開式ゲートおよび戸当り

一式を製作設置する。

(MG－７）手動式 有効幅 ３．００m×有効高１．３０m １基

(MG－８）手動式 有効幅 ２．００m×有効高１．３０m １基

(MG－１６）手動式 有効幅 ２．５０m×有効高１．３５m １基

(MG－１８）手動式 有効幅 ３．００m×有効高１．３５m １基

(MG－２１）電動式および手動式 有効幅 １３．００m×有効高１．７０m １基

(MG－２６）手動式 有効幅 ６．００m×有効高１．５０m １基

２．上記電動式ゲートに係る電気工事一式

前払金 請負代金の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。

形態 単独企業

建設業の許可 鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可

経営事項審査の結果

の点数

鋼構造物工事の総合評点が ８５０点以上

施工実績 電動式の防潮鉄扉（陸閘）又は鋼製水門あるいは鋼製可動堰の製作また

は製作を含む工事を，元請として平成４年度以降に完成させた実績がある

こと。

ただし，共同企業体の構成員として施工したものは，代表者として施工

したものに限り実績に含める。

提出期間 平成１９年１０月１７日�～１０月２４日�
土曜，日曜，休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

紙書類として提出することが指定されている書類については，経理課あて郵送又は

持参すること。

持参による場合は，土曜，日曜，休日を除く 午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出場所 経理課
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７ 開札の日時及び方法

８ 入札保証金

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第７条第２号の規定

により免除します。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０ その他

�

� 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

ページ（https : //www.nyusatsu.e‐hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

� 「設備（機械・電気）工事一般仕様書」（神戸市建設局発行）は平成１９年４月に改定して

います。

神戸市公告第４１１号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３月規

則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及び規則

第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

� 物品の名称及び調達の種類

神戸市建設局垂水処理場電気調達

� 予定数量

１５，４９４，０００キロワットアワー

� 納入場所

日時 第１日目 平成１９年１１月１２日�午前９時～午後８時
第２日目 平成１９年１１月１３日午前９時～午後３時

方法 電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について「内訳

書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入

札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

日時 平成１９年１１月１４日�午前１０時３０分
方法 開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行するので，

その内容を確認し，印刷，保存すること。

ア 落札者がある場合 「落札者決定通知書」

イ 低入札価格調査の実施等により保留する場合 「保留通知書」

ウ 入札を打ち切る場合 「取止め通知書」

当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
無
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神戸市の指定する場所

� 納入期限

平成２０年２月１日から平成２１年１月３１日まで

� 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号から第５号の入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが

必要であり，かつ，申請の受付期間の最終日から引き続き開札の日まで継続して満たしてい

ることが必要です。

� 平成１８年度及び平成１９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成１９年度神戸市物品等

競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

� 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第３条第１項の規定

に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基

づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。

� 電気事業法第２条第１項第７号に規定する特定規模電気事業を行う場合においては，同

法第２４条の４第１項に規定する接続供給を受けるために必要な手続き（同法第２４条の３第

１項に規定する振替供給を受けることが必要となる場合は，その手続きも含む。）に着手し，

本公告第１項第４号に規定する供給開始日までに接続供給を受けることができる見込みが

あること。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

５ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成１９年１０月３０日まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

６ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間
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公告の日の翌日から平成１９年１０月３１日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

７ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成１９年１１月２９日�午後２時まで（郵便による入札については，同月２８日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

９ 開札の日時及び場所

平成１９年１１月３０日�午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１０ 入札保証金

規則第７条第２号の規定により免除します。

１１ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

� 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� 入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２６５



以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会
社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更
生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２
条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。
以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会
社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事
再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同
組合とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。
１２ 落札者の決定の方法

落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定
により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む
ものとします。

１３ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類
日本語及び日本国通貨に限ります。

１４ その他
� この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ
れた単価に基づく単価契約とします。

� 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加
第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加

する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参
加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格（規則第３条第３項第
１号の規定による資格を除く。）を有すると認定され，かつ，当該入札に参加する者に必要
な資格を有しなければなりません。

１５ Summary
� Contract Content : Electricity to use in Tarumi Sewage Treatment Plant.
� Quantity：１５，４９４，０００kWh
� Deadline for submitting application forms and other required documents by those
intending to make bids：５：００p.m. October３１，２００７．

� Deadline for submitting bids：２：００p.m. November２９，２００７
� Applicants can obtain bid application forms at Contracts Division, Finance Department,
Administration and Finance Bureau, City of Kobe，６‐５‐１，Kano‐cho, Chuo‐ku, Kobe６５０‐
８５７０，Japan.
TEL０７８‐３２２‐５１５９

２２６６ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市公告第４１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７５条の２第２項の規定により松が枝町地区建築協定

に加わる意思の表示があったので，同条第４項において準用する同法第７３条第２項の規定によ

り公告します。

当該意思の表示に係わる建築協定に係わる建築協定書は，神戸市都市計画総局建築指導部建

築安全課において，一般の縦覧に供します。

平成１９年１０月１８日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市公告第４１９号
地方公共団体物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以

下「令」という。）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定した

ので，令第１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７

条の１２の規定により，次のとおり公告します。

平成１９年１０月３０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 特定役務の名称

� 件名

最適化による神戸市生活保護システムの再構築にかかる調達

� 納入場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎１号館５階

神戸市保健福祉局総務部保護課（電話番号０７８‐３２２‐５２０１）

ただし，システムを構成する機器等は本市が予め提示する条件と指示に従い，市役所本

庁舎１号館のほか本市が指定する場所に設置するものとします。

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎１号館５階

神戸市保健福祉局総務部保護課（電話番号０７８‐３２２‐５２０１）

本調達の対象である生活保護システムの再構築事業は，本市保健福祉局総務部保護課及び

計画調整課が共同で行いますが，本契約事務の担当課は，保護課となります。

３ 落札者を決定した日

平成１９年８月２９日

４ 落札者の氏名及び住所

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号（郵便番号１００‐０００５）

株式会社野村総合研究所

代表取締役社長 藤沼 彰久

５ 落札金額

２４９，０７２，６００円

６ 落札者を決定した手続

総合評価一般競争入札

７ 入札の公告日

平成１９年６月２６日

８ 入札結果

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２６７



神戸市公告第４２０号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成１９年１０月３０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市北区上津台４丁目１８番

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市中央区八幡通３丁目１番１５号

ヤマト住建株式会社

代表取締役 西津 昌廣

３ 許可番号

平成１９年６月１８日 第５７６５号

（変更許可 平成１９年７月１２日 第９８８号）

神戸市公告第４２１号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成１９年１０月３０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市北区上津台５丁目４番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市中央区八幡通３丁目１番１５号

ヤマト住建株式会社

代表取締役 西津 昌廣

３ 許可番号

平成１９年６月１５日 第５７６４号

（変更許可 平成１９年７月１２日 第９８７号）

順位 入札参加者 入札価格（円） 価格点 内容点
総合
評価点

１
株式会社野村総合研究所
代表取締役社長 藤沼 彰久

２４９，０７２，６００ ３０．１点 ５５０．３点 ５８０．４点

２
株式会社アイネス
大阪支社
支社長 泉 充

２２０，６０５，０００ ８３．８点 ４８０．１点 ５６３．９点

３
富士通エフアイピー株式会社
西日本総支社
取締役社長 松井 優

２０９，３１７，５００ １０５．１点 ３９２．４点 ４９７．５点

２２６８ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市公告第４２２号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成１９年１０月３０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市西区玉津町今津字淵ケ上１６６－１，１６６－２，１６８－１，１６８－２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市西区玉津町高津橋６３６番地の１

�青幸
代表取締役 松本 和幸

３ 許可番号

平成１９年７月３０日 第５７８０号

神戸市公告第４２３号
都市再開発法（昭和４４年６月３日法律第３８号）第１１８条の２８第２項において準用する同法第

９９条の３の規定に基づき，神戸国際港都建設事業新長田駅南第１地区震災復興第二種市街地再

開発事業二葉６第３工区施設建築物の特定建築者の公募を次のとおり行います。

平成１９年１０月３０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 施設建築物の建築場所

神戸市長田区二葉町６丁目

２ 特定施設建築物の概要

敷地面積 １，９７６．８９

主要用途 住宅

３ 特定建築者の行う事業

特定施設建築物の建築，特定施設建築物の取得，敷地の取得

４ 公募期間（募集要領の配布期間）

平成１９年１１月１日から平成１９年１１月９日まで

５ 応募要件

募集要領を参照のこと

６ 募集要領の配布方法

問合せにより，郵送

７ 問合せ先

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市都市計画総局総務部経営管理課

電話０７８－３２２－５５１１

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２６９



水 道 局

神戸市水道局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成１９年１０月１６日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

神戸市水道管理規程第６号
神戸市水道局会計規程の一部を改正する規程

神戸市水道局会計規程（昭和３９年４月神戸市水道管理規程第８号）の一部を次のように改正

する。

第６条第５号中「郵便振替貯金」を「郵政民営化法（平成１７年法律第９７号）第９４条に規定す

る郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）に設けた振替口座に係る貯金」に改める。

第２０条中「，郵便為替証書等」を「，郵便貯金銀行が発行する為替証書等」に改める。

第３２条中「計理」を「経理」に改める。

第４５条の２中「郵便振替払込書」を「郵便貯金銀行の振替払込書」に改める。

第４７条第１項第１号中「小切手又は」を「小切手等（小切手並びに郵便貯金銀行が発行する

振替払出証書及び為替証書をいう。以下この号において同じ。）又は」に，「小切手で」を「小

切手等で」に，「呈示期間」を「権利の行使のため定められた期間」に，「呈示を」を「提示又

は支払の請求を」に改め，同項第２号を削り，同項第３号を同項第２号とする。

第５０条第２項中「第１項」を「前項」に改める。

第５１条第１項及び第２項中「アラビヤ数字」を「アラビア数字」に改める。

第５７条第３項中「第１項及び第２項」を「前２項」に改める。

第６４条第１項中「郵便振替払込書」を「郵便貯金銀行の振替払込書」に改める。

第７６条の見出し中「工事計画書」を「配水資材準備要求書」に改め，同条中「１年ごとに年

間工事計画書，４半期ごとに実施工事計画書及び」を削る。

第８５条中「在庫残高調整表」を「在庫調整票」に改める。

第９３条第２号中「腐しよく」を「腐食」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この規程は，公布の日から施行し，改正後の第６条第５号，第２０条，第４５条の２，第４７条第

１項及び第６４条第１項の規定は，平成１９年１０月１日から適用する。

（経過措置）

２ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第１０２号）附

則第１２条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２条第３号の規定に

よる廃止前の郵便振替法（昭和２３年法律第６０号）の規定が適用される郵便振替に係る郵便振

替払出証書又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第８条第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２条第２号の規定による廃止前の

郵便為替法（昭和２３年法律第５９号）の規定が適用される郵便為替に係る郵便為替証書による

収納については，改正前の神戸市水道局会計規程第４７条第１項第２号の規定は，なおその効

力を有する。

２２７０ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



神戸市水道公告第２８号
制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

１ 入札に付する事項

２ 入札に参加する者に必要な資格

３ 入札に必要な書類を示す場所

郵便番号 ６５０‐８５７０ 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１４６・７）

（以下「経理課」という。）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査等

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

６ 入札の日時及び方法

７ 開札の日時及び方法

工事名 大容量送水管（布引工区）鋼管工事

工事場所 神戸市中央区熊内橋通７丁目（布引立坑）～中央区大日通１丁目（王子立坑）

完成期限 平成２１年１２月２６日

工事概要 鋼管管体製作延長（シールド内）φ２４００‐１５２１．２m（立坑内）φ２４００‐３．０m，φ９００‐４６．９m,
φ８００‐１４．５m，φ６００‐６．５m，φ５００‐４２．４m，φ３００‐７８．８m，φ２００‐１．９m，φ１５０‐３８．６m，
φ１００‐２１．７m，φ８０‐６．６m，φ５０‐２２．９m，
現場工事一式

前払金 各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以内）の

額を支払う。

形態 単独企業

建設業の許可 鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可

経営事項審査の結果

の点数

鋼構造物工事の総合評定値が８５０点以上

施工実績 鋼管（φ８００mm以上）に係る，製作及び据付（布設・架設・現場溶接）

をともに含む工事を，元請として平成４年度以降に完成させた施工実績が

あること。ただし共同企業体の構成員（代表者を含む。）として施工したも

のは，実績に含めない。

提出期間 平成１９年１０月１８日�～１０月３１日�
土曜，日曜，休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

紙書類として提出することが指定されている書類については，経理課あて郵送又は

持参すること。

持参による場合は，土曜，日曜，休日を除く 午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出場所 経理課

日時 第１日目 平成１９年１１月１４日�午前９時～午後８時
第２日目 平成１９年１１月１５日�午前９時～午後３時

方法 電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について「内訳

書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入

札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２７１



８ 入札保証金

神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月神戸市水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定に

より免除します。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０ その他

�

� 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

ページ（https : //www.nyusatsu.e‐hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

神戸市水道公告第２９号
制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

１ 入札に付する事項

２ 入札に参加する者に必要な資格

日時 平成１９年１１月１６日�午前１０時３０分
方法 開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行するので，

その内容を確認し，印刷，保存すること。

ア 落札者がある場合 「落札者決定通知書」

イ 低入札価格調査の実施等により保留する場合 「保留通知書」

ウ 入札を打ち切る場合 「取止め通知書」

当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
無

工事名 大容量送水管（石屋川工区）鋼管工事

工事場所 神戸市東�区御影町西平野（石屋川立坑）～東�区西岡本２丁目（住吉川立坑）
完成期限 平成２１年３月３１日

工事概要 鋼管管体製作延長（シールド内）φ２４００‐１６４６．１m（立坑内，公園付近）φ２４００‐４．１m,
φ７００‐１８．９m，φ５００‐３５．７m，φ４００‐４６．５m，φ３００‐２．０m，φ２００‐５４．８m，φ１５０‐６０．１m，
φ１００‐２３．１m，φ８０‐３．９m，φ５０‐１０．５m（水管橋）φ５００‐１８．５m，φ４００‐１８．５m
現場工事一式

前払金 各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以内）の

額を支払う。

形態 単独企業
建設業の許可 鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可
経営事項審査の結果
の点数

鋼構造物工事の総合評定値が８５０点以上

施工実績 鋼管（φ８００mm以上）に係る，製作及び据付（布設・架設・現場溶接）を
ともに含む工事を，元請として平成４年度以降に完成させた施工実績があ
ること。ただし共同企業体の構成員（代表者を含む。）として施工したもの
は，実績に含めない。

２２７２ 平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号



３ 入札に必要な書類を示す場所

郵便番号 ６５０‐８５７０ 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１４６・７）

（以下「経理課」という。）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査等

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

６ 入札の日時及び方法

７ 開札の日時及び方法

８ 入札保証金

神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月神戸市水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定に

より免除します。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０ その他

�

� 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

ページ（https : //www.nyusatsu.e‐hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

提出期間 平成１９年１０月１８日�～１０月３１日�
土曜，日曜，休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

紙書類として提出することが指定されている書類については，経理課あて郵送又は

持参すること。

持参による場合は，土曜，日曜，休日を除く 午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出場所 経理課

日時 第１日目 平成１９年１１月１４日�午前９時～午後８時
第２日目 平成１９年１１月１５日�午前９時～午後３時

方法 電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について「内訳

書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入

札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

日時 平成１９年１１月１６日�午前１０時３０分
方法 開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行するので，

その内容を確認し，印刷，保存すること。

ア 落札者がある場合 「落札者決定通知書」

イ 低入札価格調査の実施等により保留する場合 「保留通知書」

ウ 入札を打ち切る場合 「取止め通知書」

当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
無
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神戸市水道公告第３０号
制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

１ 入札に付する事項

２ 入札に参加する者に必要な資格

３ 入札に必要な書類を示す場所

郵便番号 ６５０‐８５７０ 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１４６・７）

（以下「経理課」という。）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査等

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

６ 入札の日時及び方法

７ 開札の日時及び方法

工事名 千苅浄水場高圧受配電設備他更新工事

工事場所 神戸市北区道場町生野７８０番地 千苅浄水場

完成期限 平成２１年１月３１日

工事概要 千苅浄水場の高圧受配電設備・ポンプ操作設備を更新するもので，必要な盤類の製作，

据付及び配線作業並びに既設監視制御システムの改修を行う。

前払金 請負代金の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。

形態 単独企業

建設業の許可 電気工事業に係る特定建設業の許可

施工実績 上下水道施設において，請負金額が２億円以上の水処理に係る制御設備

の更新工事（自社で製作した高圧受配電盤及び制御盤を用いたものに限

る。）を，元請として平成４年度以降に完成させた施工実績があること。

ただし，補修工事又は現在施工中の工事に係るものを除く。

また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

提出期間 平成１９年１０月１７日�～１０月３１日�
土曜，日曜，休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

紙書類として提出することが指定されている書類については，経理課あて郵送又は

持参すること。

持参による場合は，土曜，日曜，休日を除く 午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出場所 経理課

日時 第１日目 平成１９年１１月１９日�午前９時～午後８時
第２日目 平成１９年１１月２０日午前９時～午後３時

方法 電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について「内訳

書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入

札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

日時 平成１９年１１月２１日�午前１０時３０分
方法 開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行するので，

その内容を確認し，印刷，保存すること。
ア 落札者がある場合 「落札者決定通知書」
イ 低入札価格調査の実施等により保留する場合 「保留通知書」
ウ 入札を打ち切る場合 「取止め通知書」
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８ 入札保証金

神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月神戸市水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定に

より免除します。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０ その他

�

� 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

ページ（https : //www.nyusatsu.e‐hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

交 通 局

神戸市交通公告第２５号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第１１条

及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市交通事業管理者 澤 木 健 夫

１ 落札に係る物品の名称及び調達の種類

軽油の購入（その１）

２ 予定数量

９０４キロリットル

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５ 落札者を決定した日

平成１９年９月１９日

６ 落札者の氏名及び住所

秋定砿油有限会社

代表取締役 秋定 慈登

明石市硯町３丁目１番２４号

７ 落札金額

当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
無
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８，５６５万４，０００円（１リットル当たり９４円７５銭）

８ 契約の相手方を決定した手続

規程第１０条の規定により定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１０５分の１００に相当す

る価格に軽油引取税を加算した価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札

者としました。

９ 規程第２７条の５第１項において読み替える規程第４条の規定による公告を行った日

平成１９年８月１日

神戸市交通公告第２６号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第１１条

及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

平成１９年１０月１７日

神戸市交通事業管理者 澤 木 健 夫

１ 落札に係る物品の名称及び調達の種類

軽油の購入（その２）

２ 予定数量

１，１７８キロリットル

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５ 落札者を決定した日

平成１９年９月１９日

６ 落札者の氏名及び住所

秋定砿油有限会社

代表取締役 秋定 慈登

明石市硯町３丁目１番２４号

７ 落札金額

１億１，１５５万６，６００円（１リットル当たり９４円７０銭）

８ 契約の相手方を決定した手続

規程第１０条の規定により定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１０５分の１００に相当す

る価格に軽油引取税を加算した価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札

者としました。

９ 規程第２７条の５第１項において読み替える規程第４条の規定による公告を行った日

平成１９年８月１日
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監 査 委 員

監査公表第９号
平成１９年１０月３０日

神戸市監査委員 近 谷 衛 一

同 片 岡 雄 作

同 安 達 和 彦

同 池田りんたろう

監 査 公 表

地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定に基づき実施した監査について，同条第９項の

規定により，下記の内容について別紙のとおりその結果に関する報告を公表します。

記

平成１９年度工事定期監査及び出資団体工事監査�
環境局・都市計画総局・みなと総局・水道局・交通局・

財団法人神戸市都市整備公社・神戸市住宅供給公社・

財団法人神戸市水道サービス公社………………………………………………監査報告第１１号

平成１９年１０月３０日 神 戸 市 公 報 第３０３４号 ２２７７


